
一般市道伏見西部第三経５号線の違法放置等物件について、道路法第４４条の３第１項

の規定に基づき除去し、同条第２項の規定に基づき保管していますので、同条第３項の規

定に基づき公告します。 

令和８年４月３０日 

京都市長 松 井 孝 治 

１ 除去した違法放置等物件 

別紙のとおり 

２ 除去した違法放置等物件の放置されていた場所 

一般市道伏見西部第三経５号線 

（底地：京都市伏見区横大路下三栖東ノ口町４４番１他） 

３ 違法放置等物件を除去した日 

令和８年４月２１日 

４ 違法放置等物件の保管を開始した日 

 令和８年４月２１日 

５ 違法放置等物件の保管場所 

  伏見西部第四地区土地区画整理事業施行地区９号公園予定地 

（底地：京都市伏見区横大路菅本２９番他） 

６ 連絡先 

  建設局都市整備部南部区画整理事務所 ℡（０７５）６４３－００８８ 

 

（南部区画整理事務所）



別紙 

除去した違法放置等物件 

名称又は種類 形状 数量 

タイヤ 外径５９ｃｍ、厚さ２３ｃｍ他 ３０本 

消火器 外径１７ｃｍ、高さ５８ｃｍ他 ４本 

テレビ ９６ｃｍ×６６ｃｍ×９ｃｍ他 ４台 

トラベルケース ４６ｃｍ×７６ｃｍ×２７ｃｍ １個 

金網カゴ ５９ｃｍ×４４ｃｍ×５１ｃｍ １個 

プリンター ５７ｃｍ×３０ｃｍ×１４ｃｍ １台 

ポリタンク ３４ｃｍ×２３ｃｍ×３７ｃｍ他 ５個 

小型洗濯機 ５６ｃｍ×３４ｃｍ×５３ｃｍ １台 

アンテナ １４３ｃｍ×１２６ｃｍ×１９３ｃｍ １基 

昆虫ケース ３６ｃｍ×２１ｃｍ×２５ｃｍ １個 

おもちゃの乗り物 ２３ｃｍ×５６ｃｍ×３５ｃｍ １台 

チャイルドシート ４４ｃｍ×６６ｃｍ×８０ｃｍ １台 

ボックス（箱） ３４ｃｍ×２７ｃｍ×５９ｃｍ １個 

ガラス板 ６６ｃｍ×４９ｃｍ×０．８ｃｍ １枚 

その他 紙類、木片、ゴム片、缶類等 １式 

 （建設局都市整備部南部区画整理事務所）


